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佐
賀
県
有
明
海
沿
岸
道
路
整
備
事
務
所
設
置
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

佐
賀
県
有
明
海
沿
岸
道
路
整
備
事
務
所
設
置
規
則（
平
成
二
十
年
佐
賀
県
規
則
第
三
十
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
の
整
備
」
の
下
に
「
及
び
管
理
」
を
加
え
、「
佐
賀
市
」
を
「
小
城
市
」
に
改

め
る
。

　

第
三
条
の
総
務
課
の
分
掌
事
務
中
第
八
号
を
第
十
号
と
し
、
第
七
号
を
第
九
号
と
し
、
第

六
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

　

七　

道
路
の
許
可
及
び
認
可
に
関
す
る
こ
と
。

　

八　

道
路
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
七
条
第
一
項
中
第
九
号
を
第
二
十
一
号
と
し
、
第
八
号
を
第
二
十
号
と
し
、
第
七
号
の

次
に
次
の
十
二
号
を
加
え
る
。

　

八　

道
路
の
占
用
に
関
す
る
こ
と
。

　

九　

前
号
の
占
用
料
の
減
免
に
関
す
る
こ
と
。

　

十　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
工
事
施

行
命
令
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
一　

道
路
法
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
工
事
施
行
命
令
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
二　

道
路
法
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
工
事
の
承
認
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
三　

道
路
法
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
協
議
の
回
答
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
四　

道
路
法
第
四
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
道
路
標
識
等
の
設
置
に
関
す
る
こ
と
及
び
道

路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
百
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
公
安
委

員
会
の
行
う
道
路
標
識
等
の
設
置
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
。

　

十
五　

道
路
法
第
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
調
査
、
工
事
等
の
た
め
の
立
入
り
及
び
一
時

使
用
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
六　

道
路
法
第
九
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
道
路
予
定
区
域
に
お
け
る
土
地
の
形
質
の
変

更
及
び
工
作
物
の
新
築
、
増
築
等
の
許
可
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
七　

道
路
法
第
九
十
二
条
及
び
第
九
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
不
用
物
件
の
管
理
及
び
処
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（
規
則
第
七

　

一
号
）

１　

佐
賀
県
有
明
海
沿
岸
道
路
整
備
事
務
所
を
小
城
市
に
移
転
す
る
こ
と
と
し
た
。（
第
一

条
関
係
）

２　

道
路
の
許
可
及
び
認
可
並
び
に
道
路
の
管
理
に
関
す
る
事
務
を
総
務
課
の
分
掌
事
務
と

す
る
こ
と
と
し
た
。（
第
三
条
関
係
）

３　

道
路
の
占
用
に
関
す
る
事
項
等
を
所
長
の
専
決
事
項
と
す
る
こ
と
と
し
た
。（
第
七
条

関
係
）

４　

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

５　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
〇
年
九
月
二
九
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

　

佐
賀
県
有
明
海
沿
岸
道
路
整
備
事
務
所
設
置
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
九
月
二
十
六
日

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
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分
（
国
土
交
通
省
所
管
の
国
有
財
産
に
係
る
存
置
協
議
及
び
高
速
道
路
内
に
存
す
る
国

有
財
産
の
貸
付
け
を
除
く
。）
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
八　

道
路
法
第
九
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
公
安
委
員
会
と
の
道
路
交
通
規
制
に
係

る
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
九　

道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
九
十
一
条
及
び
道
路
管

理
者
の
意
見
聴
取
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
・
建
設
省
令
第
一
号
）
第

二
条
第
一
項
（
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り

国
土
交
通
大
臣
等
の
行
う
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
の
処
分
等
に
関
し
道
路
管
理
上
の

意
見
を
述
べ
る
こ
と
。

　

第
九
条
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
同
条
第
四
号
中
「
様
式
第
四
号
」
を
「
様
式
第
五
号
」

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
第
三
号
中
「
様
式
第
三
号
」
を
「
様
式
第
四
号
」

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
四
号
と
し
、
同
条
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

三　

道
路
敷
占
用
許
可
台
帳
（
様
式
第
三
号
）

　

様
式
第
四
号
を
様
式
第
五
号
と
し
、
様
式
第
三
号
を
様
式
第
四
号
と
し
、
様
式
第
二
号
の

次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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（
第
９
条
関
係
）（
表
）

道
路
敷
占
用
許
可
台
帳

１
　
月
　
料
　
金

目
　
　
的

面
　
　
積

路
　
線
　
名

地
　
　
番

字
大
　
　
字

町
郡
　
　
市

住
　
　
所
　
　
　
氏
　
　
名

文
書
編
さ
ん
番
号

許
　
可
　
期
　
間

許
可
番
号

許
　
可
　
年
　
月
　
日

　
年
　
月
ま
で

　
年
　
月
か
ら

第
　
 　
号

年
　
　
　
月
　
　
　
日

　
年
　
月
ま
で

　
年
　
月
か
ら

第
　
 　
号

年
　
　
月
　
　
日

継　続　許　可

　
年
　
月
ま
で

　
年
　
月
か
ら

第
　
 　
号

年
　
　
月
　
　
日

　
年
　
月
ま
で

　
年
　
月
か
ら

第
　
 　
号

年
　
　
月
　
　
日

　
年
　
月
ま
で

　
年
　
月
か
ら

第
　
 　
号

年
　
　
月
　
　
日

　
年
　
月
ま
で

　
年
　
月
か
ら

第
　
 　
号

年
　
　
月
　
　
日

許
可
の
条
件

台
帳
番
号

備
　
　
　
考

第
　
　
号
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（
裏
）

（
断
　
　
面
　
　
図
）

（
平
　
　
面
　
　
図
）
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